
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業
都内商店街で開業予定であり、実店舗を持たない女性又は2020年3月31日時点で39歳
以下の男性

商店街起業・承継支援事業

若手・女性リーダー応援プログラムとは

申請対象業種

申請時の主な注意点

実務研修受講費

店舗賃借料（新たに借りる場合）

助成率 助成対象期間経費区分

店舗新装・改装工事費

設備・備品購入費(税込10万円以上)

宣伝・広告費(上限150万円)

交付決定日から
開業日の翌々月

（最長1年間）

交付決定日から
開業日の翌々月

（最長1年間）

交付決定日から

2年間

3/4以内

助成限度額

400万円

6万円

2年目 ：12万円/月

1年目 ：15万円/月

2/3以内

3/4以内

事
業
所
整
備
費

実務研修受講費

店舗賃借料（新たに借りる場合）

助成率 助成対象期間経費区分

店舗新装・改装工事費

設備・備品購入費(税込10万円以上)

宣伝・広告費(上限100万円)

交付決定日から

2年間

2/3以内

助成限度額

250万円

6万円

2年目 ：12万円/月

1年目 ：15万円/月

2/3以内

2/3以内

事
業
所
整
備
費

最大助成限度額

730万円
最大助成限度額

580万円

▲

開業予定店舗が決まっていること（契約前でも可）かつ、交付決定日以降の開業であること▲

申請時点で当該商店街にある商店街組織の代表者等から、出店に関する承諾を受けていること
　（開業等をするまでにその商店街組織に加入する必要があります）

▲

公社が定める申請対象業種に該当していること（下欄の「申請対象業種」をご覧ください）▲

原則として、①実務研修、②経営知識習得に係る研修（裏表紙参照）を過去３年以内に受講している、
　又は助成対象期間内に受講すること
　※就業経験等により、研修受講が免除になる場合があります
　※実務研修は交付決定日から開業までの助成対象期間内に受講する場合、助成対象経費として申請できます

卸売業、小売業
■ 各種商品小売業
■ 織物・衣服・身の回り品小売業
■ 飲食料品小売業
■ 機械器具小売業
■ その他の小売業

不動産業、物品賃貸業
■ 不動産取引業
■ 不動産賃貸業・管理業
■ 物品賃貸業

宿泊業、飲食サービス業
■ 宿泊業
■ 飲食店
■ 持ち帰り・配達飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業
■ 洗濯・理容・美容・浴場業
■ その他の生活関連サービス業
■ 娯楽業

教育、学習支援業
■ その他の教育、学習支援業 ■ 療術業

医療、福祉 サービス業
（他に分類されないもの）

■ 機械等修理業 

※下記業種のうち、日本標準産業分類の小分類に該当する一部の業種のみになります。詳細については、募集要項をご覧のうえ、事前に公社助成課にご確認ください。

▲

以下の業種が申請可能となります。

助成内容

学術研究・専門・技術サービス業
■ 写真業

　❶ 「チャレンジショップの設置」 ❷ 「繁盛店視察プログラム」　❸ 「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」

「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」と「商店街起業・承継支援事業」のイメージ図

都内商店街の空き店舗の解消に向けて、商店街での開業を希望する若者や女性を後押しするためのプログラムで、以下の具体策を実施しています。

助成対象者
①開業：開業予定者が新規に実店舗を開設する場合
②多角化：既存事業とは異なる分野へ進出する中小企業者が新規に実店舗を開設する場合
③事業承継：中小企業者の後継者が引継ぎ、店舗改装等をする場合　 ※いずれも都内商店街が対象

助成対象者

● 女性又は39歳以下の若手男性による商店街での開業
● より独創的なプラン、商店街のリーダーとしての資質、商店街における今後の展望やビジョンが求められます
● 「商店街起業・承継支援事業」と比較して、助成額と助成率の拡大

● 年齢、性別不問
● 商店街での開業、事業の多角化、事業承継

【商店街起業・承継支援事業】

【若手・女性リーダー応援プログラム助成事業】


